
仕様書 

 

１ 業務名 

令和３年度先端技術挑戦フォーラム開催委託業務 

 

２ 目的 

 本業務は、県内企業や県民が先端技術を学び、体験する機会を創出する「先端技術挑戦

フォーラム」を効率的かつ効果的に開催することで、先端技術に関する県民の理解を深め

るとともに、県内企業の先端技術への挑戦の意識を高めることを目的とする。 

 

３ 先端技術挑戦フォーラムの概要 

（１） イベント名 

令和３年度先端技術挑戦フォーラム 

 

（２） 開催日 

令和３年８月５日（木）（予定） 

 

（３） 会場 

レンブラントホテル（予定） 

 

（４） 現地参加者 

５０名程度（予定） 

※オンラインを含めて１００名程度を想定 

 

（５） 主催 

大分県 

 

（６） プログラム内容 

先端技術に関する先進的な取組を行う人物による講演及び県内企業による IoT プ

ロジェクトの事例発表等のセミナーを行うとともに、アバター等の先端技術を体験

できるブース（６個程度）を設置する。また、現地でセミナーを聴講できない県民

等のために、ライブ配信等のオンラインでの配信を行う。 

※プログラム（案） 

１２：３０～１３：００ 受付、体験ブースでの先端技術の体験 

１３：００～１３：１５ 開会、知事・来賓挨拶 

１３：１５～１３：５５ IoT プロジェクト事例発表 



１３：５５～１４：０５ 休憩（体験ブース） 

１４：０５～１４：５５ 講演① 

１４：５５～１５：０５ 休憩（体験ブース） 

１５：０５～１５：５５ 講演② 

１５：５５～１６：１０ 閉会 

１６：１０～１６：４０ 名刺交換会 

 

４ 業務内容 ※備品の必要数等については別紙「内訳書」を参考とすること。 

（１） フォーラムの企画 

・本フォーラムの開催に関する企画立案を行う。ただし、本仕様書「３ 先端技術挑戦フ

ォーラムの概要」に記載のセミナーの講師及び体験ブースの出展企業については、採択

後に県と協議のうえ決定する。 

・本仕様書「３（６）プログラム内容」に即し、本事業の目的を達成するのに効果的な企

画を立案すること。 

・現地での開催においては、新型コロナウイルス感染症の予防に十分配慮すること。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大等により、本フォーラムを現地で開催することが困難

となった場合は、県と協議のうえ、本事業の目的を達成するのに効果的な代替手段を検

討すること。 

 

（２） フォーラムの周知 

 ・県民及び県内企業に向けて、本フォーラムの効果的な周知を図るため、周知広報用のチ

ラシを作成する。 

 ・チラシのデザインについては県と協議のうえ、効果的な周知広報に資するものとするこ

と。なお、チラシのデザインについては予算の範囲内で専門の業者等に再委託してもよ

い。 

 ・チラシの納品にあたっては、PDF データ及び A4 用紙で両面カラー印刷したものを提出

すること。部数や配布先については、県と協議のうえ決定する。 

 ・多くの県民及び県内企業に参加してもらえるように、SNS の活用や各種広報媒体への掲

載等、チラシの配布以外の周知方法も検討し、効果的な周知を行う。 

 

（３） 展示パネル等の準備・作成 

 ・会場案内用の立て看板や会場の横断幕及び各展示ブース用の展示パネル等、フォーラム

を開催するのに必要な備品を準備・作成する。 

 ・デザイン等については県及び体験ブースの出展企業と協議のうえ、技術及び企業の効果

的な PR に繋がるものとすること。なお、備品の作成においては、専門の業者等に再委

託してもよい。 

 ・作成した備品は受託者の責任で、フォーラム終了後、適切な方法で処分すること。 



 

（４） フォーラムの運営 

 ・参加者への配布資料の作成、会場の設営・撤去、受付、司会進行、講師の対応及び、オ

ンライン配信環境の整備等、フォーラム当日までの準備運営を行う。 

・フォーラム当日においては、適切な運営が行えるよう、十分な人員を準備すること。 

・オンライン配信においては、通信の乱れ等が発生しないよう、安定した通信環境の整備

を心がけること。 

・体験ブースにおいては、出展物等必要なものについて県及び出展企業と協議のうえ、必

要に応じて事前もしくは当日、会場まで運搬すること。 

・本フォーラムの開催に際し、施設賠償責任保険及び傷害保険に加入すること。 

・その他当日の運営については県と協議のうえ、決定すること。 

 

（５）報告書の作成 

・委託期間内に上記（１）、（２）、（３）、（４）の実績をまとめた報告書を作成するこ

と。なお、報告書には次年度開催する場合の改善点等を記載すること。 

 

５ 委託期間 

  契約締結の日から令和４年３月１８日までとする。 

 

６ 支払方法 

委託業務完了後に受託者からの請求に基づいて行う。 

 

７ その他業務実施上の条件 

（１）受託者は、関係法令を遵守すること。本件に使用する映像、イラスト、写真、そ

の他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合、第三者との間で

発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て

受託者が負うこと。 

（２）受託者決定から契約締結の間に県と契約内容を詳細に協議すること。また、契約

締結後２０日以内に全体スケジュール表を提出すること。全体スケジュールは、県

と受託者で常時進捗状況を確認することとし、必要に応じて適宜修正を行うこと。 

（３）本業務において制作するイラスト、写真データ等について、著作権、その他一切

の権利は大分県に帰属することとする。 

（４）フォーラムの開催に係る業務内容及び備品等の数量については、契約後、変更と

なる可能性がある。 

（５）新型コロナウイルス感染症の影響等により、本業務の内容を著しく変更すること

となった場合、委託金額の減額を伴う変更契約を行う場合がある。 

（６）受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自



己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

（７）本業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合は、県と十分協議すること。 
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